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要 旨

① 京北町における伐出作業組織は,昭 和30年 代末には,半 農型労働者よ りな り,雇 用主に対

してはフリーな,ま た組織内部はフラットな自営小生産者性格をもつ 「組」組織であった。

②40年 代初頭以来の 「外材体制」の定着という厳しい状況の下におかれた素材業者は,機 械

化による合理化をはからねば生 き残れなくなった。しかし古 くからの良質材生産地帯 としての京

北町においては,市 場対応をも考える時,材 質と生産性との矛盾 もあり対策に苦慮 していた。

③ 伐出請負業者が生産性を上げる為に導入した全幹集材が,労 働生産性の向上 と市場対応の

双方に適合 し,地 域適合的技術 として定着した。

④ 機械化に伴 う労働過程の性格の変化は,労 働力の質 を変え,伐 出作業組織としての旧来の

「組」を変質 させ,解 体きせた。また素材業者の階層分化,分 解 も進んだ。

⑤ 旧来の 「組」労働者の多 くは,自 家農業からも解放 されて,大 手素材業者,伐 出請負業者

等の専属労働者とな り,労 働手段 も所有せず,経 営主の権威 と統制の下に労働するデファクトの

賃労働者化しつつある。しかし老令化,振 動障害等の問題が深刻である。

ユ.は じ め に

昭和40年 代前半以来 「外材体制」の定着に伴い,日 本林業において民有林の素材生産量,素 材

生産者数の減少 には特に著 しいものがある。他方,表1に よれば,林 業就業者数は昭和35年 以来

一貫して減少 してお り,し かも年令別に見た場合,若 年および壮年の労働力の減少がとくに顕著

に進んでいることがわかる。反面,30年 代初頭に始まり30年代中葉以来加速化 した伐出労働過程

の機械化は,40年 代においても著 しい伸展を示 し,50年 代初頭にはほぼ普及 し終ったと考 えられ

る。表2の チェーンソー,小 型集材機,大 型集材機,土 場積込機の普及状況が,こ の事 を的確に

物語っている。

また素材市が著 しい展開を示 し,素 材の形質に対応した流通体系ができあがった。 このことに

より素材業者は,機 械化による労働生産性の向上と同時に,対 市場 という点で良質性の追求 も行

なわなければならなくなった。古 くから高度の施業を行なってきた用材林業成熟地帯における機

械化の対象林分においては,労 働対象たる立木の形質 も良 く機械化による生産性向上 と矛盾する

面が出て きた。全幹集材技術がその解決策 として導入 され,チ ューンソー,集 材機,荷 役機械等
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表1.年 令 階 層 別 ・男子 林 業 就 業者 数 の推 移

＼ 一

＼ 総 数 ・5～・9歳 ・・～39歳 ・・～59歳 ・・歳 ～

昭35年328000人2010017080010590031200実
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45220400330085200105600i26300数

50119820011600!514001118600126600
--

F
351100%16.1152.1132.39.5

構{-

40ioo3.352.135.019.6成

1

比}三li:11.5

0.8;::;4658{;513.113.7
 _

(注)『日本林業年鑑』より作成

表2.わ が国民有林における機械化(台)

癖 岬 警33343638424446!・85・52一

チ ェ ー ン ソ ー23002300142803181075390113450141040184460228860252570一
小 型 集 材 機800102044107910101801217012590134201424012290

大 型 集 材 機508003990627084301017010590112601157010760

土 場 積 込 機81010701980412072408460105101619021700?

(注)『 日本 林 業年 鑑 』各 年 版 よ り作成

の急速な普及が もた らされたと考えられる。

この様 な形での伐出労働過程の機械化の進行は,伐 出労働過程を担当する労働力の性格および

作業組織の性格に変化をもたらした。

本稿では,古 くから用材育成林業が活発に営まれて きた地域の1つ である,京 都府北桑田郡京

北町を事例 にとり,素 材業者の下で実際の労働過程を担っている伐出労働者および伐出作業組織

の,昭 和30年 代以降の展開構造 を把握す る。

その際の分析の視点 としては,伐 出労働者の存在形態を規定する要因として,a)伐 出労働過

程の技術的性格,b)農 民層分解のあり方に規定される労働者自身の性格,c)生 産資本 として

の素材業者の性格,の3っ をとりあげ,作 業組織の展開と現状 を考察する')。

ところで,京 北町 とは,総 面積21783ha,山 林面積20320haで,そ の殆んどが民有林 という山

村であるが,30年 代から40年代にかけての素材生産量,素 材業者数,林 業賃労働者数の減少に

は著 しい ものがあったが,50年 代に入 り停滞傾向を示 している。 昭和54年 現在で,素 材生産量

20440㎡,素 材業者46名,林 業賃労働者467名 が存在 してお り,素 材生産の労働過程の機械化 も

かな り進んでいる。

2.昭 和40年 代初 期 まで の構造

当時は素材業者が生産活動を行うにあたって,労 働者を個別に雇用するのではなく,「組」を

単位として雇 った。「組」(事業者に専属している場合は 「班」 と呼ぶことが多い)は,雇 用の単
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位であり同時にまた作業の単位で もあった。「組」は伐出労働者の集団であ り,3～6人(標 準

5人)の 労働者によって構成 されていた。同一集落居住者から成 る場合が多いが,村 落共同体の

規制とは縁の薄い自生的な集団で,特 定業者に専属するよ りも,自 らの作業実行能力を磨いてそ

のつど業者から請負 うという作業実行形態だった。また 「組」の構成員は,主 として同 じ年令層

で技能経験も同程度のものから成 り立っていた。

当時の山国の 「組」組織を調査 された奥地正氏によれば,山 国では地元の農民によって組織 さ

れた15の 「組」と,高 知県 ・三重県からの出稼労働者による4～5「 組」,併 せて20の 「組」が

存在 していたη。以下,当 時の 「組」の性格を要約 して述べる。

ア)伐 出労働過程の性格

昭和20年 代(以 下 「昭和」を略す)の 伐出労働過程は,労 働者持 ちの斧 ・鋸などの道具によ

る伐採と,山 落 し・修羅出し・木馬運搬が支配的だった。当時の伐出の実行責任者は多 くは組頭

で輩下に5～6人 の労働者 を擁 し,彼 等を指揮監督しなが ら夜明けから日没まで作業に従事した

といわれる。

30年代には搬出に使用 される木馬のロープの材料が マニラ麻か らワイヤーに変化 し,木 馬曳

きの必要人員が2人 か ら1人 に減った。次いで33年 に,三 重県から0氏 が多 くの労働者を伴 って

黒田へ入稼 ぎし,7段 の架線を張って自然力集材を始めた。 さらに35年 には巻上げウィンチを用

いた変速機つ きの集材機を導入 し,機 械集材 を間始 した。また38年 頃には,8㎏ ・4㎏ クラスの

チェーンソーが伐木と玉切 りに導入 され初めた。また通勤手段 も自転車か らオー トバイに変わっ

た。 このように30年代後半には,従 来手労働だった伐出労働過程の中に,機 械化による新 しい芽

が出てきた。 しか し地域全体としては,20年 代と同様の生産方法が支配的だった3)。

イ)農 業の構造 と林業労働者の性格

当時町内で伐出作業に従事 していた者の多くは,半 農型蛍働者であった。当時の米作の技術

段階では,世 帯内の基幹労働力の相当量の投入を必要 としたので,農 繁期には山仕事 を休んで自

家農業に就労するのが一般的であった。 もちろん主婦は殆んど農作業だけに従事していた。

このように片足を農業に置かねばならなかった伐出労働者は,そ の後経済成長が始まって農業

の地位が低下す るに伴い,伐 出労働者としての就労日数を増し,専 業化する方向をめざした。ま

たその一環 として,特 定の雇い主の下へ専属化す る志向を強めるに至っだ)。

ウ)素 材業者の性格 と雇用関係

20年代の経済復興のための木材需要の増大は,町 内でも素材業者の急増を促した。彼等は基

本的には,山 林所有者に対する評価能力の優位を利 して立木を安価に獲得することで利潤をあげ

たわけで,商 人資本の性格が濃厚だったが,当 時の素材市場の好況 と山村内に滞留していた豊富

な労働力に支えられて,一 定の発展を示した。

けれ ども30年代に入ると,⑧ 素材市売市場の形成に伴 う素材市場の広域化 ・完全化 と情報伝達

の迅速化,⑮ 立木価格の相対的上昇,⑥ 伐出労働者の減少,の3要 因が次々と表面化す る申で,

立木取引はほぼ等価交換 されるようになり,素 材業者の存立条件は徐々に脅かされるに至った。

その結果,上 層の業者は事態に対応 し,利 潤の一部を流通過程か らではなく生産過程から,つ ま

り伐出過程への 資本投下 ・機械化 ・合理化によって 伐出コス トの低下を図ることにより取得す

る,生 産資本の方向へ脱皮する形でひとまず地歩を確定しえた。しかし,下 層の業者は脱落して

賃労働者化の道 を辿 らねばならなか った6)。中には資本装備の高度化に対応 して共同化を志向し

た小規模業者 もあったが,十 分な展開はできなかった。

エ)伐 出作業組織 としての 「組」の実態

伐出作業に当る 「組」は,機 械や道具 を労働者自身が所有し,年 間5人 前後の素材業者から
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作業を請負 った。 報酬の取決めは出材量の多少によった。「組」の側は共同請負が原則で,ふ つ

う請負契約書は取 り替わされず口約束によった。労働手段は,木 馬や鋸はメンバー各自の所有が

原則,集 材機 ・架線などは業者持 ちが原則だが,メ ンバーの共有のこともあった゜「組」と素 材

業者との関係は専属的ではなく,1ケ 所の事業ごとにフリーに結びつくわけだか ら,伐 出労働者

の就労は間断的にな りがちだった。そこで40年 代初頭 にな り,一 方では町内外の雇用機会の拡大

によって労働力が不足 し,他 方では素材生産量が頭打ちから低下傾向を示すに伴って,業 者側 ・

労働者側の双方から専属化を求める傾向が出て きた。

なお当時事業量はまだ少なかったが,美 山町や三重県 ・高知県出身の 「組頭制6)」的に組織 さ

れた専業の伐出労働者を使用す る事業請負業者が4人 存在した7)。

3.昭 和40年 代 中葉 以 降の構造

ア)伐 出労働過程の変貌

40年代初頭には,30年 代後半に萌芽の見られたチェーンソーによる伐木造材,小 型集材機に

よる架線集材,ト ラックによる輸送とい う作業体系が,地 域の支配的な生産方式に成熟した。35

年に0氏 が導入した機械集材が,町 内の伐出労働者の意識を大 きく変 えたようである。一方,彼

等が片足 を置いていた農業 とくに米作は,自 動耕転機 ・動力脱穀機などの導入に伴 う小型機械化

体系の定着によ り,大 部分の農作業が老人や婦人で も行えるようにな り,主 幹労働力はほぼ完全

に農業から解放 された。 こうして専業度を高めた林業労働者から成 る 「組」では,互 いに資金を

出し合い,小 型集材機やチェーンソーを購入し,「 組」としての資本装備の拡充 と労働生産性の

向上を図った。請負制の作業であるか ら,機 械力を駆使して伐出を行 えぱ労働強化 した分だけ手

取 り額がふえるという理由か らである。また素材業者の側でも労働手段を装備する者がふえ,徐

々に生産資本的性格 を具 えるようになった。こうして42年 頃には,小 型集材機の利用による伐採

搬出が,地 域における標準的な作業体系になっていた。

伐木造材作業では,従 来,追 口切 りや玉切 りには鋸 を用い,受 口切 りや枝払いには主として斧

を用いていたが,こ れらの作業労働全般がチェーンソーで実行できるようになった。チェーンソ

ーの使用は,切 断の速 さによ り伐木過程の労働生産性を著しく高めた。

42年に0氏 は,京 北町で初めて全幹集材を導入した。全幹集材は,チ ェーンソーの汎用と相侯

って伐出作業体系全般 を変革 した。

すなわち,旧 来の 「伐木」→ 「枝払い,造 材」→ 「人力木寄」→ 「集材」→ 「運材」 という作

業順序 を,「 伐木」→ 「枝払い」→ 「全幹集材」→ 「造材」→ 「運材」 の体系へ と変化 させた。

(町内では地形の条件 もあって梢端っ きのまま集材する全木集材 は殆ん ど見 られない。)この伐

木工程 と造材工程の分離によって,林 内の伐木作業は単純化したし,ま た造材作業は林道傍の土

場 に設けた足場のよい盤台で行えるようになり作業能率の向上に貢献 した。 このことによって,

伐出労働はこれまでの技能労働的色彩を稀薄化し,一 定の作業標準化が達成 された。 これに伴な

い伐出作業組織 をも大 きく変貌 させることとなった。

一方,大 型集材機 を用いる全幹集材技術が定着 してくると,「組」のメンバーが乏 しい資金を

出 し合 って購入し所有 していた小型集材機による出材作業では生産性の面から太刀打 ちができな

くなり,「組」の解体が加速化 した。

全幹集材 を行う条件と,一長所,短 所についてもう少 し説明を加えよ う。

a)条 件

①大型集材機やその附属部晶を揃えること…1セ ットで約200万 円は必要で,二 段集材,三 段
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集材 も行 うことがあるから,最 低3セ ットを具える必要がある。ほかに土場で使用するクレーン

車(800万 円)ま たはフォークリフト(300万 円)な どを要するから,資 本投下は1500～2000万 円

となる。(昭和42年 頃の価格)。

②地形上,架 線を張れるだけの深さの谷があること…近年は条件の悪いところでは2点 つりも

行なわれている。

③土場が広 く十分な盤台を設 けうること……二段,三 段集材で道路傍に広い場所がない場合は

初めは全幹で出材 し,中 継点で造材 を行い,最 終段階は玉切った素材を出す方法もある。

④一定材積以上の伐出対象林分であること……なるべ く100㎡以上が望ましい。(労働者の賃銀

形態 も,全 幹集材のできる場合は請負制,そ れ以外の少量の場合は日給制 という例が多い。)

(b)利 点

①架線運搬の能率が上昇する。また玉切りや林内での木寄せの能率 も上が る。

②玉切 りが土場でで きるので,作 業に危険が少ない。また材の切 り口が傷んだり泥で汚れた り

せず,形 質が保たれる。

③採材 ・玉切 りを盤台で行 うので,材 の曲 りや材表面の色や肌合いがよ くわか り,適 切な木取

りができる。

④素材業者が作業実行状況 を監督しやすい。

(c)欠 点

①架線直下の森林を傷める虞れがある。とくに集材のスピー ドを上げる場合 にその危険が大 き

いo

②材 を土場へ下す場合に損傷の生ずることがある。

③玉切 りのさいの廃材の処理に手間がかかる。枝条,未 木を林内へ返すには二重手間である。

④架設に要す る人数が多 くなる。また資本装備のために要する投資も大 きい。従 って小規模な

素材業者にとっては集材 を直営で実行することが難 しくな り,伐 出(な いし集材)請 負専門の業

者に委託せざるをえぬ傾向がみ られる。

表3,北 桑田郡 にお ける林業機械化の進展

癬 客 年 一遮 一41142431444546i47484951531・ ・

チ ・ 一 ン ソ ー155台14・lisz22724924731113274・34674781538
1

小 型 集 材 機42台3335273021182032302721

大 型 集 材 機24台44506163626360?615785

土 場 積 込 機9台98567132042534546

(注)『 北 桑 の林 業 統 計』・各 年 版 よ り作 成

表3に よると,42年 に小型集材機 と大型集材機の台数が逆転し,そ れ以降全幹集材に移行 した

ことが明白である。 このように,全 幹集材の導入 は伐出作業における画期的な技術革新 であっ

た8)。

全幹集材 を,42年 に0氏 に続いて美山町の伐出請負業者K氏 もとり入れた。そして40年 代前半

には,現 在大手 といわれる素材業者の多 くが採用 し,40年 代末には全町にわたって普及するに至

った。現在では町内の伐出作業量の約8割 が全幹集材によっている。

さて全幹集材は,当 初 は伐出請負業者が作業の労働生産性を上げるために主導してとり入れた,

もの,す なわち若年労働力の流出による林業労働者の確保難 とい う事態の もとで,生 産性 を高め
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ることによ り,一・方では傘下の労働者にで きるだけ高い所得を稼得させ,他 方では労働者側の要

求する高賃金 を吸収するという労働対策の意味を持つものであった。

加 えて,素 材業者の市場対策,労 務対策 と合致することによ り,地 域適合的な技術として定着

した。すなわち京北町の素材業者は,30年 代までは最寄の京都市内(嵯 峨,千 本)の 製材業者へ

の販売が主体だったが9),40年 代に入 りこれらの工場が資材を急速に外材へ転換 したために,つ

なが りが弱まり,近 畿地方における良質材流通の拠点たる桜井の素材市を主体に,各 地の素材市

へ選択出荷す る販売戦略をとるようになった'°)。かかる局面での市場対策として木目細かい木取

りや材の表面の化粧性獲得を重視した。

京北町は,以 前か ら良質材の産地 として著名である。この良質性 を規定しているのは主 として

育林技術であるが,良 質性の実現過程は伐出 ・販売過程である。この点,以 前の技術段階では伐

出労働者の作業地点は居住集落からあま り離れることはな く,メ ンバーは気の合 った数人の範囲

にとどまるし,し か も1山 単位で作業を一括 して請負 うわけである。このような内的,外 的条件

のもとで,彼 等は純粋の賃労働者というよ りも自営小生産者的性格(従 って 「組」は小規模協業

的性格)を 保持していた。このことが,伐 採現場での綿密な木取 りや玉切 りを実行 して材の良質

性を保証す る条件となっていた。40年代になると,伐 採対象木の減少などの結果,作 業が町の内

外へ広がったこと,「組」が素材業者などに専属化す るに伴ってメンバーの地縁集団的連帯感 も

弱まったこと,な ど,か つて産出材の良質性を支えた条件の一班が失われた中で,全 幹集材は良

質性の維持 に大きな役割を果たしたといえる。すなわち木取 り,玉 切 りを土場の盤台で実行で き

るので,玉 切 りのさいに必要に応 じて鋸を使用させて切口を美 しくす る(こ れにより材価 は7～

8%向 上す る)こ とも可能である。総じて素材業者の企業的創意を生か した選択的な市場対応 を

行えるようになったわけである。

イ)農 業構造の変貌 と林業労働者

京北町では30年代申葉以来小型耕Yj`t,,による役牛の駆逐が進んだ。また動力脱穀機などの小型

機械化の進展は,主 幹労働力が農業に従事する割合を減少 させた。 さらに機械化と相侯 って農薬

や化学肥料の汎用による経営費の増大は,林 業労働者によっての自家農業所得の意義 をいっそう

稀薄化 させた。つまり半農型林業労働者の労働力再生産において農業が果たしうる彼割は,徐 々

に低下していたのである。

40年代の農業構造においては,30年 代に多少 とも発展の芽生 えをみせた畜産や商品作目が後退

して米作中心に戻った一方,兼 業化の進展に伴 う所有 と経営の分離の傾向が注目される。

まず43年 に,K氏 が米の請負耕作を本格的に開始し11),そ の後H氏 ・T氏 らが進随 した。以後

職員勤務者 ・恒常的賃労働者、素材業者 ・山林所有者 ・林業労働者 を問わず,二 種兼業化 した農

家の水田を広 く請負耕作するに至った。また請負業者の域には達せずとも,特 定の農家が数戸か

ら田を借 り入れた り,田 植 ・刈取 ・脱穀などの個別作業を受託す る例が非常に多 く見 られ る。

50年には京北町農業機械銀行が設立 され,資 本装備 も中型一貫機械化体系 を備 え,各 地区の営

農集団を通 じて作業 を行っている。またそれ とセットで農協の施設たる水稲育苗センター ・ライ

ススンター ・種子 センター等 も活動 してお り,そ の作業面積は連年増大 しつつある。

なお注 目すべきことは,K氏 の場合,小 作科が上田で10ア ール7千 円(昭和54年度)で あり,小 作

田の半数以上が地主の取分ゼロという低水準にある。請負耕作の場合 も,委 託主にとって,耕 作

料金を支払えぱ米作 りの採算は10ア ール当り数万円の赤字になる状態である。 このように低い取

分にもかかわらず小作や請負耕作が伸びているのは,と りも直 さず農民にとって家産として農地

(水田)を 保有す る志向は強いけれ ども,経 営基盤 としての意義は殆 どなくなっていることを示

している。すなわち相当数の二種兼農家が,名 実 ともに土地持 ち労働者化 しつつあるといえる。
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このように40年代か ら,林 業労働者の析出基盤たる農家にとって,米 作をはじめとす る農業の

意義が低下し,伐 出専業労働者 となりうる条件がいっそう強まった。そして素材業者や伐出請負

業者,森 林組合の下に専属化 し,安 定 した通年就労を求める者が増加 した。表4は その間の推移

を物語っている。

表4.伐 出労働者が年 間に雇用 され る雇用主数 の推移

1≧ 込遡 ・ ぺ ・ 人 ・ 人 ・ 人 ・人以上1回 答数
昭和 ・・年(,245°o)11u8・9(1。730°0)

55年(,748°
0)11712(1。950°o)

(注)昭 和40年 は,奥 地 正 『経 済 成長 と農 林 業 の構 造 変 貌 』 京都 府 農 業 会 議(1965年)に よ る。

昭 和55年 は,我 々 の ア ンケ ー ト調 査 結 果 で あ る。

しかし自家農業は地位が低下 したとはいえ,そ れが もたらす現金収入や飯米が家計に果たして

いる役割を無視 しさることはできない。農業の機械化は一方において,資 本装備 さえ揃えれば日

曜百姓の形で兼業農家 としてとどまり続けることも可能にした。けれども反面か らみれば,過 剰

装備の感が強い農業への投資が,二 種兼業農家の完全脱農 を阻止す るとともに,そ の投資の元利

の返済に充てる現金 を稼得するために,夫 婦 ともどもますます農外所得機会への依存を強めると

い うように,家 族経営内部での矛盾の増幅がみられる。

ウ)素 材業者の性格 と雇用関係

上述のように,伐 出技術の変化および半農型林業労働者の経済における農業構造の変容によ

って,彼 等が専業賃労働者化す る条件は徐々に熟したが,こ れに照応 して素材業者への専属化が

進行した。かかる専属化の要因として,次 の点が挙げられる。

① 集材機など資本装備の大型化に伴い,素 材業者,と くに大手業者は大規模化す るとともに

継続的に事業を行 うようになった。従って彼等の傘下では,労 働者の雇用 も安定する。

② 資本装備の大部分が業者持 ちになり,労 働者は生の労働力を売るだけの賃労働者に近づい

た。その結果,賃 金形態 も日給制によるケースが漸増 した11)。

⑧ ボーナス制度 ・退職金制度 ・失業保険制度など労働者に対する福祉制度が充実す るに伴な

い,そ れに加入するためには雇用主 を明確化するとともに,賃 金支払にっいても近代的形式をと

る必要が生 じた12)。

このように上中層素材業者の多 くは自己で労働手段 を所有し,専 属の賃労働者を使用 して生産

を行 う。生産資本としての性格を強めた。

4.伐 出労 働者 と作業組 織 の現在 の構 造

ア)伐 出労働者の現状 と実態

ここで現在の林業労働力の存在形態の大要 を示す統計を掲げておこう。

40年代中葉に林業労働者数は著減 しており,42年 の人数に対する47年の人数の割合は,男 は76

%,女 は40%と なっている。表5に よれば,林 業労働者数はその後 ほぼ横這いに推移 してはいる

が,就 労日数はやや減退 を示 した。 とくに伐出作業の就労日数は,49年 の不況年を例外 として毎

年延3万 日を超 えていたのが,52年 以降2.5万 日水準に落ちこんだことが目を惹 く。

賃金は,47～52年 に伐出 ・造林 とも約2倍 に上昇している。

年間就労日数は,49年 までは確実に就労長期化の傾向にあったが,50年 以降は,60日 以下の間断
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表5.林 業労働者と就労状況の推移

庭 「 一 ～選 「昭和47年1・8i495・5・i5253

林業労働者 のい ・蹄i41・439424[4334451・ ・2432

林 働 総 数477498512510471416467

養 者 男425438・6・45・4・736738・

労 数 女52605
160644983

男 日 総 数74.677・378・080・570・562・167・8

鰐 伐 出32.3134.325.9133.5131.625.0124.・

旦 造 林42・242・951・746・738・129・ ・143・7

1饗 難7.38.87.28.86.76.79.29.09.°8.86.45.41:::

男 女 就 労 延 日 数(千 日)81.986.084.789.779.568.578.2

伐 出5.05.56.58.08.010。0

平 男

均 造 林3.55。05.56.06.07.5

賃 一金

造 林1.83.03.03.53.54.0

(千 円)女

そ の 他1.82.0?3.Q3.03.0

30～59日192021615710

年EI

蝋6° ～149日72757672961°7129嘉

15・-239日32534834439・325277294

240日 以上61557142352534

A別34歳 以下35382・125242…

層 人35～49歳241239232243223172177

層 数
50歳 以上201221259242224224250

駅 常 用37513964°44293681285355
分 数 臨 時1021021081811031131112

架m士 免 許 者 数1737372168i・ ・1・ ・ 「45

(注)京 都府調べ。

的就労者が著減した反面,240日 以上の長期就労者も減 り,月 平均15～20日 の範囲に平準化す る

動 きがみ られる。別の資料によると,最 近の伐出労働者の年間就労日数は,173日 となっている。

この理由として,1つ には労働者の高令化が進んだこと,2つ には賃金の上昇などによって林業

労働者の家計にも一定の余裕ができて きて窮迫的労働から解放 されつつあること,3つ には振動

障害に対する労働者自身の対応,を 指摘できるであろう。

労働者の年令については,高 令化傾向が一貫している。50才 以上の年令層の割合は,47年 の42

%か ら,53年 には54%へ と著増 している。

雇用区分については,50年 までの推移 は常用化の一途 を辿った。51年 以後若:F臨 時雇用者のウ

ェイトが回復しているが,こ れは主に造林活動の縮小の結果,育 林労働力の市場が買手市場的色
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彩を濃 くしたことによると思われる。以上が統計分析である。

伐出労働者の就労の実態 を把握す るために,京 都府調べによる52年の林業賃労働者416名 に対

して昭和55年3月 にアンケートを試みた。結果は230人 か らの回答 をえたが,そ のうち少 しで も

伐出労働に従事 した労働者は127人 であった。 以下の論述はこの127人 の回答の集計結果に基づ

く。

まず伐出労働者の年令は50才以上が55%を 占め,逆 に40才以下は10%に すぎず高令化が進んで

いる。次に伐出作業の経験 はがいして長 く,15年 以上が76%を 占め逆に5年 以下は9%に す ぎず

新規補充が殆んど行なわれていない事 を物語 っている。山林労働従事 日数が200日 を越 える者は4

3%で あるが,伐 出作業だけに200日 以上就労する者は27°04Zとどまり,伐 出労働者の相当部分が

保育作業に従事 している。過去1年 間に就労した仕事の事業主の数は,1人 だけというケースが

圧倒的に多 く78%に 達し,ま た現在の雇い主の下での勤続年数は,15年 以上が大部分であり,固

定化の傾向が40年 頃か ら顕著になってきたことを示す。労働手段については,チ ェーンソー・刈

払機の2種 の小型機械と,通 勤用の乗用車ないしトラックの所有割合が高い。チェーンソー・刈

払機の所有が5～6割 に達してお り,府 の林業振興対策事業の寄与が大 きい と思われる。ただし

他方では,機 械 を全 く所有しない者 も1/4を 占める。伐出労働者の賃金受取 り形態は,日 給 ・月

給 を併せて72%と 圧倒的に多い。近年小規模素材業者の殆んどが磨丸太をも経営に組み込み,日

給制を採用してお り,伐 出請負業者は全て日給制であ り,大 手素材業者 も日給制を志向するよう

になった。

イ)伐 出資本の現在の構造

(i)素 材業者の現在の構造

全幹集材の導入は,町 内の中小素材業者の急激な減少 をもたらした。表6の 示す43年 の123業

者か ら44年の76業 者への急減はその事 を物語 っている。またその後 も町内の素材業者は,規 模の

表6.京 北町における素材業者数

昭 和(年)38}・ ・42i43144i45i474951i5354 一
業 者 数 ・4712・ ・23「12376167、67525・6346

(注)「北桑 の林業統計』各年版 よ り作成。

大 きな資本 と零細な資本への分化が進んでいる。その現状を54年 の1業 者当 りの年間素材取扱量

に基づいて四階層に区分して把 え,そ れぞれの階層の特徴を述べる。なお素材業者の現況に関す

る数字は,55年1月 に森林経理学研究室が行なった京北町の地域林政推進調査の際の調査票の集

計結果である。

以下の論述は表7,表8に よる。

a)1階 層

1業 者当り年間素材取扱量は3879m3と 最 も多 く,6業 者存在 している。

立木を広域集荷し,素 材の販売先は全て市場で,桜 井45%,地 元30%,京 都市14°0,三 重県5

%,そ の他6%と なってお り,広 域集出荷型の業者である。

全幹集材の導入時期 も際立って早い。また集材機やクレーン車の所有台数 も最 も多 く事業量 も

増大傾向にある。ただこの階層のうち事業 を全て直営しているのはNo・4だ けで,事 業の全部ま

たは一部を請負わせている業者が以外に多い。その発注先は概 して大手の伐出請負業者である。

No・5のように労働手段を所有 していない業者 も含まれる。しかし常用 ・臨時労働力とも増加傾向

を示 してお り,か つ210～270日 の長期就労者が87%を 占めている。賃金の支払形態は出来高賃金
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表7.素 材業者の作業実行形態と労働手段の所有状況等

繕 響 灘 鱗 集材機灘 騨 乗用車欝 欝
① ・…(m・)42(年)・.・(倍)1亨)(ρ(亨)(P(A3)・ ・(%)24・(m・)

1②3968421.7-132100305

階 ③370042?46240195

④3373478.084270307

層 ⑤3175421.0100244

⑥3056422.43112100191

平 均3879434.50.52.51.72.363247

⑦1918452.923110117

11●1587473.8632061

階 ⑨12704949年 開 業421100423

⑩1200450.6242100100

層 ⑪1200451.5613210171

⑫1190491.341631060

平 均1405473.30.33.81.70.835155

⑬972471.411100162

皿 ⑭79447?211100132

階 ⑮652??211100217

⑯476未 一12110095

層 ⑰450??23210113

●435i461.4 _10027

平 均6300.501.50.80.883124
一

⑲397451.435220132

⑳397460.9142210099

1V
●218460.9631110036

1
階Il-

●2° °491°.32
_'_3(111° °1° °

1
●1167465.22i2115°56

層 ⑳120460.s1、1110030 唱
●0`?`?141083

平 均214!461.303.of1.11.36477

(注)素 材業 者 へ の 個 別 聞取 り調査 結 果 で あ る。

が多い。労働者の年令は高令化 してきてお り,20年 以上勤続者が多い。

この階層は年間取扱量が多 く請負に出す業者が殆んどであるが,中 には1事 業地あたり規模の



大 きい町外へますます積極的に進出

している業者 もみ られる。

b)皿 階層

1業 者当り年間素材取扱量は1405

㎡で,6業 者存在 している。

立木購入の範囲は町内を主軸 にし

ている。素材の販売先 は桜井が50%

と主力で,地 元25°o,京 都市10%,

三重13%,滋 賀3%と なってお り,

地域内集荷,広 域出荷型の業者であ

る。

全幹集材の導入時期は比較的新 し

いが,生 産規模 と対比す ると林業機
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表8.素 材業者の階層別,素 材 出荷先(昭 和54年)

爵 先 階一督「1・ 皿N 一
桜 井 市 売 市 場45%14gl7433 一
北 桑 セ ン タ ー(地 元)30%251331

京 都 市 市 売 市 場14%101330一
三 重 県 市 売 市 場5%13-

一 一一一 一 一一一一

滋 賀 県 市 売 市 場%3一

その他の 市 売 市 場6%一 一6

合 計1100100i100100

(注)素 材業者への個別聞取 り調査結果であ る。

械の所有台数は1階 層 を上回っている。また2業 者が事業の全部を請負わせているが,直 営のみ

も3業 者あり,全 階層の うち直営の色彩が最 も濃厚である。常用臨時とも昭和35年 頃に比し増加

しているが臨時の伸びが大 きくなっている。また賃銀の支払形態は日給制が多 くなっている。近

年事業量は漸増傾向にあるが,現 在の規模 を適正規模 と考 え,無 理 して拡大 しない主義の業者が

多いis)。

c)皿 階層

1業 者当り年間素材取扱量は630㎡ で6業 者存在している。

立木の購入先はその殆どが京北町であ り,そ の出荷先は桜井74%,地 元13%,京 都市13%と な

っていて,地 域内集荷 ・桜井出荷型とでも言 えよう。 しかし近年事業量の減少傾向が見られる。

また,ま だ全幹集材を導入していない業者が1人 みられ る。集材機をはじめ労働手段の装備は各

階層の うち最 も劣位にある。 事業実行形態 も6業 者のうち5業 者までが 全て請負に依存してお

り,1階 層とは逆に直営の色彩は最 も稀薄である。

d)IV階 層

1業 者当 り年間素材取扱量は214㎡ で7業 者存在 している。

立木の購入先は地域内が殆んどであ り,素 材の出荷先は,地 元31%,京 都市30%,桜 井33%,

その他8%で,地 元および京都市への出荷が多 く,地 域内集出荷型と称せよう。全幹集材導入時

期は∬階層とあま り差はない。労働手段の装備状態は皿階層 には劣るが皿階層よ りはかえって勝

っている。7業 者のうち直営のみが2業 者,請 負いのみが4業 者である。 この階層は専属労働者

の減少 も顕著であ り,事 業量 も激減傾向にある。

以上 を要するに,1階 層は40年代の伐出技術革新の指標ともいうべき全幹集材のパイオニアで

あり,資 本装備 も整い,事 業量 も40年代に大幅に伸 び,町 内の大手業者に属す る。ただ し急増し

た事業量をこなすためもあって,事 業の相当量を請負いに出している。皿階層は,取 扱い規模は

1階 層に劣 るが,か えって直営中心に事業を展開し,資 本装備 もよく整ってお り,常 用 ・臨時労

働力とも増加 している。この2つ の階層が素材生産の主たる担い手 といってよかろう。 しかし現

在の技術段階における伐出単位の適正規模 に対応す るのは皿階層であり,1階 層は中味としての

取扱い規模が容器 としての経営規模を上回っている14)。従 って請負への依存が多 くなってお り適

正規模を越えた生産が行なわれている。

皿階層は桜井市場に向け出荷が多いとはいえ,IVの 階層 とならんで素材取扱量が減少気味で
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あるうえに,機 械の保有 も少なく,作 業を伐出請負業者や労働者グループに委せているケースが

多い。伐出資本装備の大型化が進みつつある現段階では,皿,IV両 階層 とも業者 としての存立条

件を次第に失いつつあるといってよかろう。

なお全階層に共通 して言えることは労働者の高令化と,振 動障害患者の増加である。

㈹,伐 出請負業者の現在構造

素材業者の申で伐出をすべて直営で行 う者は必ずしも多くはない。業者の大部分は伐出事業

の全部または一部を専門の請負業者に委嘱 しているのである。請負業者の中には,経 営内部で労

使の関係が明確化 している企業的性格の ものか ら,フ リーの 「組」に至 るまで含まれるが,現 在

町内で事業 を営んでいる主な伐出請負業者は4人 である。

彼 らはいずれも昭和30年 代申葉以降 「組頭制」的に組織 された伐出労働者を使用 し,フ リーの

「組」の変質 と解体が進む中で,伐 出労働過程の機械化 をいちはや く行い,事 業量を増し京北町

の伐出事業の大半を請負 う実績 を持つに至っている。ほかに零細な請負グループが3つ 存在 して

いるが,彼 等の事業量の比重は極めて低いので,こ こでは4業 者の事業体制と雇用形態について

考察する。

表9.伐 出請負業者の事業体制
一
}目 ～ 警一一煮窒 …D

山1

所 在 地 京 北 町 美 山 町 尽 北 町1園 部 町E
事 業 開 始 年 度(昭 和)35年303630

事 業 量(54年)90000m110006000?

専 属 労 働 者 数 伐 出25人(育 材8人)18913

平 均 年 令 伐 出42歳(58歳)464443
一 冒1■…一

平 均 就 労 日'数 伐 出225日(260日)227230270

賃 金 の 支 払 形 態 日 給 日 給 日 給 日 給

1
集 材 機35台13台9台12台

労響 クレーン響23 -1・

所有状況 チェーンソー161068

鶴)毒 善 詮;ll
京北町 京北町 京北町 京北町

1大 手素材業者33%大 手素材業者70%中 小素材業者 大手素材業者10%事業発注者 とそ
の比率 中小素材業者17°o滋 賀県 日吉町100%自 己の素材業90°

o

申川 大手素材業者30%銘
木業者50%,

(注)我 々の個別 聞取 り調査 によ る。

表9に よれば事業規模が6000～11000㎡ と,町 内素材業者に比較 して大 きく,ま た大型集材機

を中心 とした資本装備 も整ってお り,雇 用労働者 の年令は40年前半から半ばまでと相対的に若

い。 経営主 の革新(innovation)的 な行動15),そ の動機 としての企業者意識が非常に旺盛で,労

働生産性を追求する近代的経営としての条件が比較的よく整 っていると考 えられる。

ただし山林所有者の蓄積志向が顕著で,材 価の上昇がかえって立木所有単位の小口化を招いて
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いる近年の事情の下では,素 材業者の立木取引単位 も小口化し,そ の実際の労働過程を担 う彼等

事業請負業者の生産単位 も小口化 しiの,伐出の大規模化によって生産性を向上することには限界

が感 じられる17)。彼 らの殆 どに,そ の解決策として1事 業地当 り面積の広い町外へ進出する傾向

が伺がわれる。しかし振動障害の患者も多 く作業の人員配置などに支障 も出はじめている18)。

ウ)伐 出作業組織の現在の構造

30年代後半から40年代初頭にかけての町内で広 く見 られたフリーの伐出の 「組」の多くは,

40年代中葉か ら変質 と解体が進んだ。現在でも 「組」は,集 材機 による出材の共同労働単位 とし

て,作 業実行上の一定の自律性 と事業者に対する独立性 を保 ってはいるが,雇 い主への専属化が

急速に進んだとは屡述の通 りである。

しかし現在存在 している 「組」は,以 前に存在していた,フ リーの伐出の 「組」とはその性格

が異なっている。それはイ)労働手段の所有状況,ロ)雇 用形態,ハ)賃 金支払形態,二)作 業管理

ホ)労務管理,等 々に変化が現われたことによっている。

「組」を専属 させている雇い主の代表的な ものとしては,① 上層素材業者,② 伐出請負業者の

2種 類がある19)。以下これらの伐出作業組織について考察する。

(i)上 層素材業者の場合

〔No.1業 者の例〕

専属の労働者は5班28人(育 林 も含む),う ち伐出班は4班20人 で,年3600㎡ を生産 している。

その年令は30才代3人,40才 代8人,50才 代9人 で,平 均は47才であり,年 間就労日数は210～2

40日が10人 と240～270日 が10人 で,町 内の伐出蛍働者 としては就労日数が多い。(育林班は約200

日)。 労働手段はチェーンソーのみ労働者持 ちで,そ の他は業者所有の ものを班に使用させる。

専属労働者は日給制である。なおこの業者の年問取扱量は6000㎡ で,専 属の班が6割 をこなし,

残 りは伐採と出材 と別途にそれぞれ請負いに出 している。

〔No.3業 者の例ノ

専属労働者は伐採班2人,集 材班4人 と運転手1人 である。年間事業量は直営で2000㎡,請 負

いに出す分が1700㎡ である。45年 頃までは主に直用直営で実施 し,常 用労働者は最高14人 を数え

た。 さらに不足分はフリーの 「組」に随時に請負わせた。 しかしその後常用労働者が減少して現

在の事業形態になった。年令は40代4人,50代2人,年 間就労日数は220～250日 である(年 間延

100日 程度は育林作業へまわす)。 労働手段は全て業者所有のものを使用させる。伐採班と集材班

とは居住地 も異な り,原 則 として別個の現場で作業する。なお集材班の内部での持場は,括 り込

み,集 材機運転,採 材尺当て,玉 切 りの4つ の作業にそれぞれ固定したメンバーが当っている。

賃金は出来高,日 給併用である。

(ii)伐 出請負業者の場合

〔A業者の例〕

原則 として伐採 ・搬出を一括して請負うが,専 門は大型集材機による全幹集材である。54年 の

事業量は9000㎡,請 負件数は町内14件,町 外7件 だが,数 量は町内と町外がほぼ相半ばする。な

お40年代後半には素材業を営業したこともある(最 高1200㎡),が,現 在は仕入れ販売は行って

いない。ただし近年,町 内素材業者からは,伐 出に附随して素材市への選択出荷まで依頼 される

ケースが年に2～3件 ある。一方45年 頃から育林の請負いも行っている。

A氏a.下 の労働者は,伐 出4班25人,造 林1班8人 だが,う ち町内出身者は4割 で,残 りは三

重,高 知,島 根などの出身者である。町内出身者は,旧 来のフ リーの 「組」に属 していた者が,

解体に伴い再編された ものである。 年令は平均42才 と比較的若 く,年 間就労日数は平均225日 で

ある。班編成は経営主が自らの権威と統制の下に仕事に応 じて行ってお り,従 ってメンバーを所
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属 替 えす る こと もあ る。 また 作業 現場 で の持 場 の配 置 も経 営 主 が 指 揮 監 督 す る。 労 働 手段 は全 て

経 営 主 持 ち で あ る。 また 賃金 は 日給制 で経 営 主 が能 力 に応 じて 格 付 け して い る。

近 年 .は親 戚 の 大 手 素 材 業 者 が仕 入 れ た立 木 の伐 出 を一 手 に引 受 けて い る関 係 もあ って,請 負 の

注 文 に対 して 労 働 力 が 制 限 因 子 とな って対 応 し きれ ぬ状 態 で あ る。 町 内 と町 外 の 仕事 の規 模 を比

べ る と町 外(申 川)の 仕事 の方 が仕 事 の規 模 も大 き く有 利 な の で,経 営 採 算 の 立場 か ら町 外 の仕

事 に重 点 を お く傾 向 が 窺 われ る。

注 釈 お よ び 引 用 文 献

1)半 田良一:『 林業経営』1972年,p142,地 球 社

2)奥 地 正:「 伐出労働力 と 「組 」組織」『林業経済』第202号,1965年,8月

3)当 時の伐出労働過程 については,村 尾行一 「京都府 山国の林業生産」『林業経済』第198号,1965年,4

月号に詳 しい。

4)当 時の伐出労働者の実態に関 しては,奥 地 正,『 経済成長 と農林業 の構造変貌』京都府農業会議,農

政研究 資料第506号,1965年5月 に詳 しい。

5)奥 地 正:「 伐出労働力 と 「組」組 織」『林業経済』第202号1965年8月

6)林 業の組頭制 については,永 尾誠之輔氏の規定が ある。(山 岡亮一,山 崎武雄編,『 林業労働の研究 』

1963年,第3章),こ れによれば,組 頭制 の要件 は次の ごとくである。

①請負 人,組 頭が,伐 出業者 との請負契約 に基づいて募集,雇 用,組 織 した作業単位 である。②伐 出

業者 と個 々の労働者 との雇用関係は,関 接的,非 直用的である。従 って請負単価 と労働者への支 払額 と

の二重 の賃金単価 が存在 し,請 負人(組 頭)が その差額 を収取す る。③請負人(組 頭)は,作 業管理,

労務管理 を行 うことで,伐 出業者に対 して相対的に独立性 を保つ。 とな ってい る。

戦後 は,こ れ らの要件 を完全に充 たす よ うな労働 関係 はまず見 られない。但 し町内の多 くの 「組」 が

業者 に対 して は共同請負で内部的に もフラ ットな関係で構成 されてい るの と比べ ると,入 稼 ぎ労働者 の

「組」 は多少 とも組 頭制 に近い構成 と関係 を残 していた。 この入稼 ぎの 「組」が,次 の段階で資本装備

を備 えた事業請負業者 として大 きく成長す るのであ る。

7)深 尾清造:『 経済成長 と農林業の構造変貌』,京都 府農業会r農 政研究 資料,第505号1965年,5月,

p56で 氏 は 「出稼労働者 の組 は地元の もの とは異な り組頭制で あ り,産 業資本的な作業請負業の性格 を

持 つ」 と,規 定 してお られ る

8)全 幹集材 に関 しては,和 孝雄 「伐出技術の展開」,大金永治編著 『北海道林業技術発達史論』1973年,

第7章 に詳 しい。氏 らは全幹集材 を,国 有林 におけ る大面積皆伐 に対応 した量産技術体系 として取扱 っ

てお られ る。 しか し京北町 の場合,1事 業地 あた り100㎡ 程度(30a程 度)で も行 ってお り,そ れは量

産技術体系 とい うよ りも,市 場 対応への考慮が先行 した質 を重視 した技術体系 としての側面が強い。

9)当 時の流通構造 に関 しては,村 島由直,「 木材の流通過程 一京都市 と山国 を結ぶ一」 『林業経済』第198

号,1965年4月 号に詳 しい。

10)『 地域林政調査報告書一京都 府京北町一』林野庁,1980年,第4章,「 木材の流通構造」での森 田学氏

の推計 によれば,京 北町生産材 の流通経路は54年 現在 で次の如 くである。

a),43%を 占め る桧,杉,主 伐材の最良質部分 は,桜 井素材市 を介 して桜井製材業者が加工 し,'吉

野材。高級品 として販売 され る。b),25%を 占め る杉主伐材の良質部分(並 材部分 を1部 含む)は,京

都市素村市 を介 して桜井製材業者 が加工 し,"吉 野材。一般製品 として販売 され る。e),32° °を占める

杉主伐材の並材部分 は,北 桑木材 センター(地 元)を 介 し地元製材工場で加工 し,京 都市周辺の製品消

費に向 けられる。d),杉 間伐材 部分(磨 丸太仕立 て林主伐部分を含 む)は,磨 丸太加工 をへて銘木商品

として販 売 され る。

11)請 負耕作業者の うちK氏 を例 に とると,家 族労働力5人 のほか に10人 を雇用 し,ト ラク ター3台,コ ン

バ イン2台,田 植機2台,乾 燥機3台,籾 摺機1台,選 別機1台,精 米機2台,S,S1台,ト ラック

3台,マ イクロバス1台 な ど稲作中型機 賊化体系の資本装備 を具有 し,小 作 と請負 とを合 わせて160戸

分約40haを 耕作 してい る。 また一方 では造林請負部門 を持 ち,そ の為 に約10人 の労働 者を雇 ってい る。

(但し受注先 は雪の少ない,1事 業地当 り面積 の広い町外が多い)。 また農作業 の ピー ク時には彼等 も農

業 を手 伝 う。K氏 を梶井 功,伊 藤 喜雄氏 らは新 しい上 層農の典型例 として とりあげてお られる。(梶井

功 『土地政策 と農業』家の光協会1979年,伊 藤喜雄 「その後の新 しい上層農」 『農業 と経済』1980年5

月号等 々。)しか しK氏 の場合,山 村 とい う特殊な条件 の下 での低小作料 によって成立 しえてい るので

ある。

12)林 業労働者 に対す る福祉制度は,農 村労組 を上部団体 とす る府下 で も最 も有力な京北町 山林労組(54年



81

で組合員158人 で構成 は,伐 出労働者60%強,磨 丸太 関係労働者25°o,育 林労働者15°o弱よ りなる。)

を媒介 として適用 され る場合 が多 く,民 有林労働者 としてはよ く進 んでいる。 京 北町山林労組は特定

の企業 を拠点 として組織 を広 げたのではな く,地 域で有 志 を募 る形で拡大 した。よ って1っ の事業所 の

中だけでな く1つ の 「組」の申で も労組員 と非労働組員が混在する状態であ る。 また労組員 の間で も,

職種,年 令な どが多様なので運動 目標の一本化 が難 しい といわれる。かか る状態 に対応 して山林労組 の

従来 の活動は,事 業主 に対す る直接的 な待遇改 善要求よ りも,府 や町 に対す る制度,政 策要求 に重点が

置かれた。また50年 代初頭 までの革新府政の下では,施 策の滲透 と労組育成 をめざ して山林労組 を施策

の受 け皿 とす ることが多か った。また労組の側 で も,制 度実施 のた めに必要な使用者側の協力 をえるた

めに積極的な啓蒙情宜活動 を展開 したわけで,各 種福祉制度の高い普及率 はその成 果 と言 え る。現在適

用 されてい る福祉制度は,① 労災保険,② 雇用保険,③ 通年就労奨励共済事業,④ 長期就労奨励共済事

業,⑤ 林業振興対策事業,な どが ある。 しか し山林労組 は,現 在制度 の支 えが弱ま りつつ あ り,組 合員

は高令化 し(現 在50才 平均).後 継者が育ってこない とい う難問 を抱 え,非 常に厳 しい状態に ある。

13)こ の階層に属す る小野隆一郎氏 は,「素材業 はブロー カー的な存在で あ り,景 気変動に弱い。 また仕分

けその他の管理に も目が届 かな くな る。 大 きくなった らつぶれて しま う。 適正規模 は,現 在の技術段

階,市 場状況の下 では年間1億 の売上げで,仕 事師 を2班 雇 う位の ところにあ る。それ以上に規模拡大

す るよ りは,ア パー ト経営,飲 食店経営,建 売な ど経営の多角化をはか るべ きだ」 と述べてい る。

14)金 沢夏樹 『現 代の農業経営』,東 大 出版会1967年,第4章 「農業経営規模の拡大」で,氏 は この関係

を,フ ァームサイズ とビジネスサイズとして論及 してお られ る。なお氏 はロビンソンに依拠 して適正規

模要因 として,1),技 術的適正規模2),管 理的適正規模,3),財 務的適正規模,4),市 場販 売上か ら

の適正規模,5),変 動上の影響か ら考慮 した適正規模 の5つ をあげてお られる。p53～

15)シ ュンペー ター 『経済発展の理論(上)』 東畑,中 山,塩 野谷訳,岩 波書店,1977年,p180～184に おい

て,革 新 的な行動 とは新結 合の遂行 であ り,そ れには次 の5つ の場合が あるとしてい る。①新 しい財貨

の生産,② 新 しい生産方法 の導入,③ 新 しい販路の開拓,④ 原料 あるいは半製品の新 しい供給源の開拓

⑤新 しい組織の実現,で あ る。

16)素 材業者の1事 業地 あた り材積 は,我 々の調査によ ると平均 して,1階 層247㎡,II階 層155㎡,皿 階層

124mIV階 層77㎡ とな ってい る。

17)あ くまで伐 出請負に徹 す るとい う方針 を明確 にしている業者 もあるが,一 方では良い機会が あれば立木

を仕入 れて素材業 を兼 ねよ うとい う志向 も存す るよ うである。

18)振 動 障害の全貌は容易 に把握 し難いが,次 の数字が事態の一班 を物語 ってい る。

ア),54年 の検診 を受 けた70人 に対す る判定は,Aつ ま り手指蒼 自 しびれが強 く現 われ 作業中止およ

び治療が必要 な重症患者2人,Bつ ま り手指 蒼自および他の異常所見が あ り,作 業 中止およ び治療が望

ま しい もの53人,Cつ ま り手指蒼白また はしびれの訴 えが あるが,検 査異常所見 の少 い要注 意の もの14

人,Dつ ま り本人か らの訴 えは少ないが検査異常所 見の多い要観察者1人 であった。つ ま り要 治療者が

約8割 に及んでいる。 またその他 にAで 全休 中の者が17名 存在 してい る。

イ),大 手 伐出請負業者大西美三夫氏によれ ば,25人 の伐出労働者の うちAが3人,Bが4人,そ し

て残 りは殆ん ど全員Cで あ る,と の ことであ った。

ウ),森 組伐出班員8名 の うちBが5人Cが2人,異 常 な しは1人 であった。

19)そ の他に森組伐 出労務班が4班8名 お り,町 内素材生産量 の約15%を 担 ってい る。平均年令47才,平 均

就労 日数214日 であるが,大 型集材機 による全幹 集材 は行 っていない。

                                   Summary 

(1) In the beginning and the middle of the  1960'ss, the felling and logging system in 
Keihoku-cho, was mainly supported by labourers, who were engaged in their own farm 
management. 

 These part time forestry workers were regionally united in a body and mainly formed 

the contracting workers groups (called Kumi) . 
 They were normally free and occasionally employed. There were no hierarchical control 

among them. 

(2) Since 1965, causing to the increase of imported lumbers, log dealers generally cannot 
survive unless they become producers and advance the mecanization and rationalisation. 

However, in the developed forest regions such as Keihoku-cho, it was not allowable to 
neglet the quality of log in order to increase the logging productivity. 

(3) The innovation in the removal of log has occured, which was introduced by logging
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contractors. 

  This is adaptive technique for not only the increase of productivity but also the 

improvement of their marketing. 

(4) The change in the labour situation caused by mechanization has brought the increase 
of the share of full-time employess and it also brought the collapse of the traditional 

 "Kumi" . And differentiation of dealers has become clearer. 

(5) Now, they don't work on their own account, and are on the way to becoming the real 
wage workers controlled under the authority of a manager. However it should be noted 

that there are new important problems that they get older and older and more frequently 
injured.


